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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成26年4月24日(2014.4.24)

【公表番号】特表2013-521883(P2013-521883A)
【公表日】平成25年6月13日(2013.6.13)
【年通号数】公開・登録公報2013-030
【出願番号】特願2012-557191(P2012-557191)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ  17/56     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ  19/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ  17/56    　　　　
   Ａ６１Ｂ  19/00    ５０２　

【手続補正書】
【提出日】平成26年3月7日(2014.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の肢を支持する装置であって、
　ａ）実質的に平面の基礎構造であって、前記基礎構造の２つの対向する側部を形成する
第１基礎支持体および第２基礎支持体を備えた基礎構造と、
　ｂ）第１立上り支持体および第２立上り支持体ならびに第１肢支持バーを備えた第１肢
支持構造であって、前記第１立上り支持体が、一端において前記第１基礎支持体に回転可
能に接続され、前記第２立上り支持体が、一端において前記第２基礎支持体に回転可能に
接続され、前記第１肢支持バーが、その端部でまたはその端部近くで前記第１立上り支持
体および前記第２立上り支持体に移動可能に取り付けられている、第１肢支持構造と、
　ｃ）第３立上り支持体、ならびに任意選択的に第４立上り支持体および第２肢支持バー
を備えている第２肢支持構造であって、前記第３立上り支持体が、一端において前記第１
基礎支持体に回転可能に接続され、前記第４立上り支持体が、一端において前記第２基礎
支持体に回転可能に接続され、前記第２肢支持バーが、その端部でまたはその端部近くで
前記第３立上り支持体および／または前記第４立上り支持体に移動可能に取り付けられて
いる、第２肢支持構造と、
を具備する、前記装置。
【請求項２】
　前記第１基礎支持体および前記第２基礎支持体が、互いに実質的に平行である、請求項
１に記載の装置。
【請求項３】
　前記基礎構造が、互いに実質的に平行な第３基礎支持体および第４基礎支持体をさらに
備え、前記第１基礎支持体、前記第２基礎支持体、前記第３基礎支持体および前記第４基
礎支持体が、それらの端部において実質的に平行四辺形の形態で接続されることにより、
前記基礎構造を形成する、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１基礎支持体、前記第２基礎支持体、前記第３基礎支持体および前記第４基礎支
持体が、それらの端部において実質的に矩形の形態で接続されることにより、前記基礎構
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造を形成する、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１肢支持構造が、実質的に前記基礎構造の２つの角において前記第１基礎支持体
および前記第２基礎支持体に回転可能に接続され、前記第２肢支持構造が、実質的に前記
基礎構造の反対側の２つの角において前記第１基礎支持体および前記第２基礎支持体に回
転可能に接続されている、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記第１基礎支持体および前記第２基礎支持体の長さが１０センチメートル（ｃｍ）～
１００ｃｍである、請求項１～５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１基礎支持体および前記第２基礎支持体の長さが１０センチメートル（ｃｍ）～
１００ｃｍであり、かつ前記第３基礎支持体および前記第４基礎支持体の長さが１０ｃｍ
～６０ｃｍである、請求項３～５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記第１基礎支持体、前記第２基礎支持体、前記第３基礎支持体および前記第４基礎支
持体のうちの１つまたは複数が、それらの端部において、前記基礎構造の分解を可能にす
る解放可能コネクタによって接続されている、請求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記立上り支持体の各々が、移動可能かつ回転可能であって、前記第１基礎支持体およ
び前記第２基礎支持体の長さに沿って前記立上り支持体の移動を可能にするとともに、前
記第１基礎支持体および前記第２基礎支持体に対する前記立上り支持体の回転を可能にす
る、肢支持構造コネクタによって、前記基礎支持体のうちの１つに回転可能に接続されて
いる、請求項１～８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記肢支持構造コネクタが、前記基礎構造によって画定される平面に向かうかまたはそ
こから離れる方向の前記第１肢支持構造および前記第２肢支持構造の回転を可能にする、
請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１肢支持構造および前記第２肢支持構造が、前記基礎構造の内部領域内への回転
を可能にするように構成されている、請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記立上り支持体の前記肢支持構造コネクタが、前記第１基礎支持体および前記第２基
礎支持体に沿った前記立上り支持体の移動を可能にするように、緩められることが可能で
ある、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記立上り支持体の前記肢支持構造コネクタが、前記第１基礎支持体および前記第２基
礎支持体からの前記立上り支持体の切離しを可能にするように構成されている、請求項１
２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記立上り支持体の前記肢支持構造コネクタが、前記肢の支持中に前記立上り支持体の
移動または回転を防止するように締め付けられるように構成されている、請求項９に記載
の装置。
【請求項１５】
　前記肢支持構造コネクタが、手によりまたは器具により締め付けられるように構成され
ている、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１肢支持構造および前記第２肢支持構造の前記立上り支持体のうちの１つを前記
基礎構造に解放可能に接続する第１係止支持体をさらに具備する、請求項９に記載の装置
。
【請求項１７】
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　前記第１肢支持構造または前記第２肢支持構造の異なる前記立上り支持体を前記基礎構
造に解放可能に接続する第２係止支持体をさらに具備する、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記立上り支持体が、実質的に同じ長さである、請求項１～１７のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項１９】
　前記立上り支持体が、実質的に異なる長さである、請求項１～１７のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項２０】
　前記立上り支持体の長さが１０ｃｍ～１００ｃｍである、請求項１～１９のいずれか一
項に記載の装置。
【請求項２１】
　前記立上り支持体のうちの１つまたは複数が、テレスコープ形であり、伸長し収縮する
ように構成されている、請求項１～２０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第１肢支持バーおよび前記第２肢支持バーが、解放可能コネクタによって前記立上
り支持体に取り付けられており、前記解放可能コネクタの各々が、前記立上り支持体の長
さに沿って前記第１肢支持バーおよび前記第２肢支持バーの移動を可能にするように切り
離され、かつ前記移動を防止するように係合することが可能である、請求項１～２１のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項２３】
　前記肢支持バーが実質的に直線状であり、前記第１肢支持バーおよび前記第２肢支持バ
ーの前記解放可能コネクタが、前記肢支持バーのそれらの長手方向軸を中心とする回転を
可能にするように構成されている、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記解放可能コネクタが、前記肢の支持中に、手によりまたは器具により締め付けられ
ることによって、前記肢支持バーの移動を防止するように構成されている、請求項２２に
記載の装置。
【請求項２５】
　前記肢支持バーが、前記立上り支持体に取外し可能に取り付けられている、請求項１～
２４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２６】
　前記立上り支持体が、前記立上り支持体の長さに沿って、前記第１肢支持バーおよび前
記第２肢支持バーを事前設定位置において固定する２つ以上のポジショナを備える、請求
項１～２５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ポジショナが、前記立上り支持体の長さのすべてまたは一部に沿って前記事前設定
位置に溝、穴または窪み含む、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記ポジショナが、前記立上り支持体に溝、穴または窪みを含み、前記第１肢支持バー
および前記第２肢支持バーの前記解放可能コネクタが、前記立上り支持体に沿った前記事
前設定位置において前記肢支持バーを係止するように、前記溝、穴または窪み内に嵌合す
るように構成されている係止部材をさらに備える、請求項２６に記載の装置。
【請求項２９】
　前記係止部材がピンである、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記肢支持バーのうちの１つまたは複数が実質的に直線状である、請求項１～２９のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項３１】
　前記第１肢支持バーが、前記第１立上り支持体および前記第２立上り支持体に対して実
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質的に垂直であり、かつ前記基礎構造によって画定される平面に対して実質的に平行であ
る向きを有し、前記第２肢支持バーが、前記第３立上り支持体および前記第４立上り支持
体に対して実質的に垂直であり、かつ前記基礎構造によって画定される前記平面に対して
実質的に平行である向きを有する、請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記第１肢支持バーおよび前記第２肢支持バーの端部が、前記基礎構造から離れる方向
に湾曲している、請求項１～３１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３３】
　前記肢支持バーの長さが１０ｃｍ～６０ｃｍである、請求項１～３２のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項３４】
　前記肢支持バーの各々が、前記立上り支持体の長さに沿って独立して移動することがで
きる、請求項１～３３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３５】
　前記肢支持バーが、前記肢支持バーの中心軸をそれらの端部でまたはそれらの端部近く
で二分する穴によって前記立上り支持体に取り付けられている、請求項１～３４のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項３６】
　前記肢支持バーが、クランプによって前記立上り支持体に取り付けられている、請求項
１～３５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３７】
　前記肢支持バーが、実質的に同じ長さである、請求項１～３６のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項３８】
　前記肢支持バーが、実質的に異なる長さである、請求項１～３６のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項３９】
　放射線透過性材料を含む、請求項１～３８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４０】
　オートクレーブ処理可能である、請求項１～３９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４１】
　前記肢が人間の患者の脚である、請求項１～４０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４２】
　前記第１肢支持バーが、前記患者の前記脚の膝の上方の部分を支持するように構成され
、前記第２肢支持バーが、前記患者の前記脚の前記膝の下方の部分を支持するように構成
されている、請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　金属構成要素、非金属構成要素、非磁性構成要素、又は常磁性構成要素を含む、請求項
１～４２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４４】
　プラスチックである、請求項４３に記載の装置。
【請求項４５】
　チタン構成要素を含む、請求項４３に記載の装置。
【請求項４６】
　滅菌されているかまたは滅菌可能である、或いは封止材内に、汚染物質がない状態で保
持される、請求項１～４５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４７】
　放射線、化学薬品、熱または高圧によって滅菌される、請求項４６に記載の装置。
【請求項４８】
　前記基礎支持体、前記立上り支持体または前記肢支持バーのうちの１つまたは複数が、
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それらの長さのすべてまたは一部に沿って実質的に多角形である断面形状を有する、請求
項１～４７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４９】
　前記第１肢支持バーおよび前記第２肢支持バーまたは前記立上り支持体が、それらの長
さのすべてまたは一部に沿って、実質的に円形断面形状、実質的に三角形断面形状または
実質的に正方形断面形状を有する、請求項４８に記載の装置。
【請求項５０】
　前記基礎支持体、前記立上り支持体または前記肢支持バーのうちの１つまたは複数が、
それらの長さの実質的にすべてに沿って前記断面形状を含む、請求項４８に記載の装置。
【請求項５１】
　前記基礎支持体、前記立上り支持体または前記肢支持バーのうちの１つまたは複数が、
わずかな湾曲があるように形成されている、請求項１～５０のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項５２】
　前記第１肢支持バーおよび前記第２肢支持バーが、それらの端部から１０ｃｍ以下の場
所で前記立上り支持体に移動可能に取り付けられている、請求項１～５１のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項５３】
　前記立上り支持体の前記肢支持構造コネクタのうちの１つまたは複数が、６０度から１
８０度回転可能である、請求項９に記載の装置。
【請求項５４】
　前記立上り支持体の前記肢支持構造コネクタのうちの１つまたは複数が、少なくとも１
２０度回転可能である、請求項５３に記載の装置。
【請求項５５】
　前記立上り支持体のうちの１つまたは複数が、５ｃｍ～２０ｃｍの長さ伸長することが
できる、請求項２１に記載の装置。
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